
 

定住自立圏構想の概要等について 

 

１ 定住自立圏構想の概要について 

【国が掲げる定住自立圏構想の目的】 

少子高齢化等に伴う人口減少が全国的に進展する中、三大都市圏と比較してその度合が著しいと

されている地方圏の定住策として、周辺市町村と様々な施策を連携し推進することで、安心して暮ら

せる地域を形成し、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、三大都市圏の住民に

もそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じた居住の選択肢を提供し、地方圏への人の流

れを創出することを目的としています。 

また、定住自立圏構想では、中心市の機能と周辺市町村の機能が、協定によって有機的に連携し、

「定住」のための暮らしに必要な諸機能を総体として確保するとともに、「自立」のための経済基盤

や地域の誇りを培い、全体として魅力あふれる地域を形成していくことを目指しています。 

 

【市町村における定住自立圏構想の意義】 

中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要な生活

機能等を確保する 「定住自立圏構想」を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成します。  

 

２ 石巻圏域定住自立圏構想これまでの経過について 

平成２２年  ２月 中心市宣言（石巻市） 

平成２２年１０月 定住自立圏形成に関する協定書の締結（石巻市、東松島市、女川町） 

平成２３年 ３月 震災により協議中断 

令和 ３年１２月 協議再開 

令和 ４年 ６月 中心市宣言の変更（石巻市） 

    〃     変更協定の議決（東松島市、女川町） 

令和 ４年 ７月 変更協定の議決（石巻市） 

    〃     変更協定の締結（石巻市、東松島市、女川町） 

 

３ 定住自立圏構想策定による主な利点について 

・国による財政支援 

・知識の共有等による施策の向上 

・それぞれの自治体機能を活用した効率的な行財政運営 

・自治体相互連携による圏域の活性化 等 

 

４ 今後のスケジュールについて 

令和 ４年 ７月 第１回・第２回ビジョン懇談会 

令和 ４年 ８月 各種庁内手続き 

令和 ４年 ９月 共生ビジョンパブリックコメント 

令和 ４年１０月 公表 

資料１ 



５ 推進体制について 

東松島市 石巻市 女川町 

２市１町組織図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※取組等に関する意見を聴取する懇談会を開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【石巻圏域定住自立圏推進会議】 

構成：２市１町の首長、議長 

オブザーバー：宮城県 

【調整部会】 

構成：２市１町の担当部長等 

オブザーバー：宮城県 

変更協定書を議決 変更協定書を議決 変更協定書を議決 

医療福祉WG 教育WG 産業WG まちづくりWG 

石巻圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会（今年度） 

・策定に関する意見聴取 

石巻圏域定住自立圏共生ビジョンを策定 

 

パブリックコメント 

 

協定 協定 

２市１町による共生ビジョン掲載事業の実施 

 

 

石巻圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会（来年度以降） 

・進捗に関する意見聴取 

・変更に関する意見聴取（ビジョンの変更が発生した場合のみ） 

【石巻圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会の役割】 

・ビジョンの策定に関し意見を述べること 

・ビジョンの変更に関し意見を述べること 

・ビジョンの進捗に関し意見を述べること 

・その他市長が必要と認めることについて意見を述べること 

医療福祉分科会 教育分科会 産業分科会 まちづくり分科会 


